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２ 民間給与関係 

令和３年職種別民間給与実態調査の概要 

（１）調査の目的と時期 

この調査は、本市職員の給与を検討するため、令和３年４月現在に

おける民間給与の実態を調査したものである。 

（２）調査機関 

人事院、静岡県人事委員会等及び本委員会 

（３）調査の範囲 

ア 母集団事業所 

企業規模 50 人以上で、かつ、事業所規模 50 人以上の市内の民間

事業所のうち、日本標準産業分類の公務を除くすべての大分類に該

当する 290 事業所 

なお、本年は、新型コロナウイルス感染症に対処する厳しい医療

現場の環境に鑑み、病院は調査対象から除外 

イ 調査対象職種 

行政職相当職種 22 職種、その他の職種 32 職種、合計 54 職種 

（うち初任給関係職種 12 職種） 

（４）調査対象の抽出 

ア 標本事業所の抽出 

（３）のアに記載した事業所を、組織、規模、産業により９層に

層化し、これらの層から無作為に抽出された 116 事業所の調査を

行った。 

調査の完了した事業所は、第 10 表のとおりである。 

イ 従業員の抽出 

初任給関係以外の調査職種については、これに該当する従業員が

多数に上るときは、抽出した従業員について調査を行った。 

なお、臨時の従業員及び役員はすべて除外した。 

ウ 調査実人員 

初任給関係職種は 346 人（うち、行政職相当の調査実人員 342 人）

で、初任給関係以外の調査職種は 5,497 人（うち、行政職相当 5,299

人）である。 

なお、調査職種該当者（母集団）の推定数は、16,635 人（うち、

行政職相当 15,654 人）である。 

（５）集計 

総計及び平均の算出に際しては、母集団に復元して行った。 
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第 10 表  産業別、企業規模別調査事業所数 

企業規模

 産  業 
規模計 500 人以上

100 人以上

500 人未満
100 人未満

 事業所 事業所 事業所 事業所

産 業 計 102 45 39 18

農 業 、 林 業 、 漁 業 0 0 0 0

鉱業、採石業、砂利採取業、

建 設 業
6 3 1 2

製 造 業 37 15 13 9

電気・ガス・熱供給・水道業、

情報通信業、運輸業、郵便業
24 9 11 4

卸 売 業 、 小 売 業 11 4 7 0

金 融 業 、 保 険 業 、

不動産業、物品賃貸業
7 5 2 0

教 育 、 学 習 支 援 業 、

医療、福祉、サービス業
17 9 5 3

（注）１ 上記調査事業所のほか、調査不能の事業所が 14 あった。

   ２ 標本事業所 116に占める調査事業所 102の割合（調査完了率）は、87.9％

である。 

３ 「サービス業」に含まれる産業は、日本標準産業大分類の学術研究、

専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、

娯楽業、複合サービス事業（郵便局に分類されるものを除く）及びサー

ビス業（他に分類されないもの）（宗教及び外国公務に分類されるものを

除く）である。

４ 「500 人以上」とは、企業規模 500 人以上で、かつ、事業所規模 50 人

以上の事業所を、「100 人以上 500 人未満」とは、企業規模 100 人以上 500

人未満で、かつ、事業所規模 50 人以上の事業所を、「100 人未満」とは、

企業規模 50 人以上 100 人未満で、かつ、事業所規模 50 人以上の事業所

をいう。（以下、各表について同じ。）
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第 11 表  職種別、学歴別、企業規模別初任給 

職      種 学  歴 規 模 計  500 人以上
100 人以上

500 人未満
100 人未満

  円 円 円 円

新卒事務員 

大学卒 203,890 206,607 201,017 205,000

短大卒 182,872 － ＊ ＊

高校卒 168,535 175,211 158,979 ＊

新卒技術者 

大学卒 205,716 217,291 196,813 202,200

短大卒 180,123 186,500 180,340 175,500

高校卒 172,953 174,212 171,017 174,675

新卒事務員・技術者計

大学卒 204,572 210,061 199,627 203,133

短大卒 180,822 186,500 179,953 179,000

高校卒 171,243 174,727 166,440 175,140

（注）１ 金額は、きまって支給する給与から時間外手当、家族手当、通勤手当

等特定の者にのみ支給される給与を除き、公務員の地域手当に相当する

額を含むものであり、採用のある事業所について平均したものである。 

２ ＊印は、調査事業所が１事業所の場合である。

（参 考）

本市職員の初任給 

（行政（一般））

円 

大学卒 189,422 

短大卒 168,646 

高校卒 154,336 

（注） 金額は、給料と地域手当の合計額である。 

75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



第 13 表 民間における初任給の改定状況 

（単位：％）

採用あり 採用なし 初任給の改定状況 

増  額 据 置 き 減  額 

大 学 卒 39.1 (25.9) (74.1) (0.0) 60.9 

高 校 卒 24.0 (25.3) (74.7) (0.0) 76.0 

（注）１ 事務員と技術者のみを対象としたものである。 

２ （ ）内は、採用がある事業所を100とした割合である。 

第 14 表 民間における在宅勤務の実施状況及び住宅勤務手当の支給状況 

（単位：％）

在宅勤務を 

実施している 

在宅勤務を 

実施していない 在宅勤務手当を 

支給する 

在宅勤務手当を 

支給しない 

46.4 （19.2） （80.8） 53.6 

（注） （ ）内は、在宅勤務を実施している事業所を100とした割内である。 

第 15 表 民間における在宅勤務手当の支給の検討状況 

（単位：％）

検討している 検討していない 

27.2 72.8 

（注） 在宅勤務を実施している事業所のうち在宅勤務手当を支給しない事業所を100とした

場合である。 
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第 16 表 民間における冬季賞与の考課査定分の配分状況 

（単位：％）

 一定率（額）分 考課査定分 

係 員 55.2 44.8 

課 長 級 48.0 52.0 

部長級（非役員） 46.0 54.0 

第17表 民間における家族手当の支給状況 

（単位：％）

支 給 の 有 無 事 業 所 割 合 

家族手当制度がある 89.4 

配偶者に家族手当を支給する (76.1) 

家族手当制度がない 10.6 

（注） （ ）内は、家族手当制度がある事業所を100とした割合である。
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３ その他 

第 18 表 公民比較における役職の対応関係 

市職員（行政職） 民間企業従業員 

区 分 級 
企業規模500人

以上の事業所 

企業規模100人

以上500人未満

の事業所 

企業規模100人

未満の事業所 

局 長 ８級 
支店長、工場長、

部長、部次長 局次長 

部 長 
７級 

参 与 ６級 

課 長 
支店長、工場長、

部長、部次長 
課 長 ５級 

支店長、工場長、

部長、部次長 

課長補佐 ４級 課長代理 課 長 課 長 

係 長 

３級 係 長 

課長代理 課長代理 

主 査 係 長 係 長 

主任主事 ２級 主 任 主 任 主 任 

主 事 １級 係 員 係 員 係 員 
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